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【Abstract】
  An anonymous questionnaire survey consisting of 8 questions was conducted to 35 radiological technologists in our 
institution regarding their feelings and awareness about autopsy imaging (Ai).  Among them, 30 subjects (85%) responded, 
with approximately 60% of them indicating an interest in Ai, mainly for its potential contribution to society. And 90% of 
the respondents answered an absence of negative feelings associated with the imaging of unnaturally deceased bodies, as 
a matter of their routine work.  However, only 30% of the respondents were aware of two recent Japanese laws regarding 
death-cause detection, while 70% of the respondents had awareness of a model project for pediatric Ai, suggesting 
insufficient knowledge of the background and reasoning behind the needs of Ai. Our survey results were compared with 
two other previously-published surveys.  Our comparative investigation suggests necessity of more Ai-related education 
in training institutes, greater distribution of relevant information by the Japan Association of Radiological Technologists, 
and the sharing of experiences among hospital staffs, all of which will help meet the needs and social demands of Ai.

【要 旨】
　当院の診療放射線技師35人に死亡時画像診断（Autopsy imaging：Ai） に関する意識調査を行った．Aiに興味があると回答した割
合は18人（60%）であり，その主な理由は社会貢献であった．Aiを業務として施行することは構わないと回答した割合は27人（90%）
と許容されていた．一方，死因究明2法，小児Aiのモデル事業を知っていると回答した割合は，それぞれ9人（30%），21人（70%）
であり，Aiの社会的背景に関する知識が不足している傾向があった．診療放射線技師がAiという社会的要請に応えていくためには，
養成施設における教育，日本診療放射線技師会による情報発信，自施設内外での情報交換が必要である．
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1．はじめに
　2000年に死亡時画像診断（Autopsy imaging以
下，Ai）の概念が発表されて以降 1），2），Aiは約10年の
黎明期を経て 3）－9），本格的な普及期を迎えている 10）．
2012年6月には，「警察等が取り扱う死体の死因又は
身元の調査等に関する法律」（死因・身元調査法）11）

と「死因究明等の推進に関する法律」（死因究明等推
進法）12）のいわゆる死因究明2法が成立した．2013

年4月以降施行されている死因・身元調査法は，「警
察署長は，取扱死体について，その死因を明らかにす
るために体内の状況を調査する必要があると認めると
きは，その必要な限度において，体内から体液を採取
して行う出血状況の確認，体液又は尿を採取して行う
薬物又は毒物に係る検査，死亡時画像診断，その他の
政令で定める検査を実施することができる」と定めて 

いる 13）．2014年4月，死因究明等推進法を設置根拠
とする死因究明等推進会議は最終報告書を提出し 14），
2014年6月に「死因究明等推進計画」として閣議決
定された．その重点的施策の1つとしてAiが挙げら
れている 15）．2014年9月からは，厚生労働省による「小
児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業」が始
まった16）．
　当院は1985年2月の開院当初から，来院時心肺停
止状態で救急外来に搬送された後に死亡した患者に対
して，死因を推定・特定するために死後computed 

tomography（CT）を施行している 17）－20）．当院の
診療放射線技師のうち，日勤帯（8:30～17:30）の
CT担当者と準夜帯（17:30～22:00）～深夜帯（22:00

～翌8:30）の当直者が，このような死後CTの撮影に
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関わっている．そして当院は剖検センター（県からの
委託を受けて行政解剖に準じた承諾解剖を施行する施
設）を併設しており，解剖目的で警察から搬送される
異状死体に対して，解剖前のガイド・相補的役割の
ために死後CTを施行し，可能な限り死後magnetic 

resonance imaging（MRI）も施行している21）－23）．
このような解剖前の死後CTと死後MRIは，Ai経験
年数が10年以上，またはAi認定講習会を受講し，修
了証明書を取得した5人の診療放射線技師が持ち回
りで，解剖日の前日準夜帯に撮影している．当院放
射線技術科の仕事内容は，単純X線・超音波・CT・
MRI・核医学・放射線治療・健診業務など多岐にわた
るが24），各診療放射線技師が担当する仕事内容はあ
る程度固定されている．それに伴って診療放射線技師
間でAiへの関わり方の程度や，Aiに対する興味や知
識に差が生じることが予想できる．今までにAiの実
態に関して複数の調査が施行されており 25）－28），最近
では日本診療放射線技師会によるAiに関する実態調
査アンケートが行われ29），現在集計中という（私信）．
しかし，診療放射線技師のAiに対する意識調査は，
学会発表抄録で散見するものの 30）－32），論文化された
報告は非常に少ない 33），34）．今回，当院診療放射線技
師に対してAiに関する意識調査を行ったので，その
結果を報告する．

2．対象・方法
　Aiに対する意識や知識について，当院の全診療
放射線技師35人（男女比 24：11　年齢 23～47歳　
平均 34歳）に対して無記名アンケート調査を実施し
た（調査期間 2014年4月22日～30日）．アンケート
の設問8項目をTable 1に示す．
　問1から問7までは多項選択式とした．問1でAiに

「興味がある」と答えた診療放射線技師は，問2を回
答後に問4以降を回答した．問1でAiに「興味がな
い」と答えた診療放射線技師は，問3を回答後に問4

以降を回答した．問1で「興味があるかどうか分から
ない」と答えた診療放射線技師は問4以降を回答した．
問2から問4までは「その他」として自由記載欄を設
けた．問4の「業務として行うAi」は，当院内（救
急外来や病棟）で死亡が確認された患者に施行する死
後CTと定義した．問5の「警察依頼のAi」は，検視・
検案目的で警察から剖検センターに搬入される異状死
体に施行する死後CT（症例によっては死後MRIを併
用）と定義した．

　得られた結果は，2008年に正式にAiを開始した群
馬大学医学部附属病院放射線部の診療放射線技師43

人（文献33では45人となっているが実際には43人）
を対象に2009年に施行されたAiアンケート調査（以
下，群馬大学アンケート）33）と，少なくとも2004年
にはすでにAiが施行されていた小山記念病院診療技
術部の放射線科職員17人（診療放射線技師16人+放
射線科医師1人）を対象に2014年に施行されたAiア

ンケート調査（以下，小山記念病院アンケート）34）の

2つの結果と比較した．群馬大学アンケートは，今
回アンケートの問1，問4に相当する質問を含んでい
た．小山記念病院アンケートは，今回アンケートの問
1，問4－問7に相当する質問を含んでいた．今回ア
ンケートの問4 ‘業務として行うAiに対してどう思う
か？’ の選択回答項目は「業務として行うことは構わ
ない」「業務としても施行したくない」「その他」の3

つだったのに対し，小山記念病院アンケートでは「施
行したい」「施行してもよい」「施行したくない」の3

つだった．比較しやすくするため，小山記念病院アン
ケートの選択回答項目「施行したい」と「施行しても
よい」の2つを，便宜上，今回アンケートの質問回答
項目「業務として行うことは構わない」に分類した．

3．結　果
　アンケートの回収数は35人中30人（回収率86%）
であった．
問1　‘Aiに興味があるか？’
　アンケートを回答した30人中，Aiに「興味がある」
18人（60%），「興味がない」8人（27%），「興味があ

Table 1 Questionnaire sheet including 8 questions 
regarding Ai
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るかどうか分からない」4人（13%）であった（Fig.1）．

問2　‘Aiに興味がある理由は何か？’（複数回答可）
　問1でAiに「興味がある」と回答した18人中，「死
因究明を手助けしたい」14人（78%），「話題性がある」
6人（33%），「未知の分野だから」5人（28%），「そ
の他」1人（6%）であった．その他の自由記載として，
「社会的な需要を感じる」が挙がった．

問3　‘Aiに興味がない理由は何か？’（複数回答可）
　問1でAiに「興味がない」と回答した8人中，「気
持ち悪い」「生理的に受け付けない」と回答した診療
放射線技師はおらず，8人全員が「その他」と回答し，
そのうち7人が自由記載した．「その他」の自由記載
として，「特に理由はない」4人（50%），「業務での
関わりがほとんどない」1人（13%），「Aiをあまり

身近に感じていない」1人（13%），「生体と異なり，
次回の検査に生かせる知識が得られないと思う」1人

（13%）が挙がった．

問4　‘業務として行うAiに対してどう思うか？’ 
　問1でAiに「興味がある」と回答した18人中16

人（89%），「興味がない」と回答した8人中7人（87%），
「興味があるかどうか分からない」と回答した4人中
4人（100%），合計30人中27人（90%）が，Aiを「業
務として行うことは構わない」と回答した．一方「業
務としても施行したくない」と回答した診療放射線
技師はいなかった．残りの3人は「その他」と回答し
（Fig.2 a, b, c），2人が自由記載した．「その他」の
自由記載として，「死因が明らかなものに関しては不
要だと思う」1人（33%），「日時が読めない点は嫌」
1人（33%）が挙がった．

問5　‘警察依頼のAiを施行したいと思うか？’
　アンケートを回答した30人中，警察依頼のAiを「施
行したい」6人（20%），「施行してもよい」16人（54%），

Fig.1　 Ratio of respondents regarding the fi rst 
question, “Do you have an interest in Ai?”

Fig.2 b　 Acceptance of Ai regarding the 4th 
question, “How do you feel about Ai as 
a routine part of work?” (to respondents 
who indicated no interested in Ai) 

Fig.2 a　 Acceptance of Ai regarding the 4th 
question, “How do you feel about Ai as 
a routine part of work?” (to respondents 
who indicated an interest in Ai)

Fig.2 c　 Acceptance of Ai regarding the 4th 
question, “How do you feel about Ai as a 
routine part of work?” (to all respondents)
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Fig.3　 Acceptance regarding the 5th question, 
“Are you willing to conduct Ai following a 
request from the police?”

Fig.5　 Awareness regarding the 7th question “Are 
you aware of the model project of pediatric 
Ai?”

Fig.4　 Awareness regarding the 6th question, “Do 
you know the two laws regarding death 
cause detection?”

る」「Ai施行に当たって，全体の構図を見渡せる位置
にいる放射線部（撮影する診療放射線技師，診断する
画像診断医）の役割は非常に重要だと思う」

4．考　察
　Aiに興味があると回答した診療放射線技師の割合
は，3施設ともに過半数を占めた．Aiに対する興味の
有無の理由は当院アンケート調査のみで尋ねており，
興味がある場合には自分自身の興味よりも社会貢献の
意識が高いことが分かった．興味がない場合にも嫌悪
感を持っていないことが分かったので，もし業務で
Aiに関わりが増えることがあれば，Aiに興味を持っ
てもらえる可能性がある．
　Aiを業務として行うことは構わないと回答した診
療放射線技師の割合は，どの施設でも3分の2以上を
占めており，Aiを業務として行うことはかなり許容
されていると考える．「学生時代からAiの話を聞いて
いたため，技師の業務の1つだと認識している」とい
う自由意見があったので，授業カリキュラムにAiを

組み込む診療放射線技師養成施設（大学や専門学校）
が増えれば，Aiは業務の1つと考える診療放射線技
師の割合はもっと増えると予測する．
　警察依頼のAiを「施行したい」または「施行し
てもよい」と回答した当院診療放射線技師の割合は
74%で，業務としてAiを行うことは構わないと回答
した割合の90%よりも低下していた．そして業務と
してもAiを施行したくないと回答した当院診療放射
線技師はいなかったのに対し，警察依頼のAiは施行
したくないと回答した当院診療放射線技師が7人い
た．この理由は以下の2つと考える．1つ目は，警察
依頼のAiを施行している当院診療放射線技師は特定

「施行したくない」7人（23%）であった（Fig.3）．

問6　‘死因究明2法を知っているか？’
　アンケートを回答した30人中，死因究明2法を「知
っている」9人（30%），「聞いたことがある」2人（7%），
「知らない」19人（63%）であった（Fig.4）．

問7　‘小児Aiのモデル事業を知っているか？’
　アンケートを回答した30人中，小児Aiのモデル事
業を「知っている」21人（70%），「聞いたことがある」
0人，「知らない」9人（30%）であった（Fig.5）．

問8　Aiについての自由意見
　アンケートを回答した30人中，5人が自由意見欄
に以下のように回答した．「学生時代からAiの話を聞
いていたため，技師の業務の1つだと認識している」
「死後MRIは他施設ではあまり行われていない検査な
ので興味はあるが，できるかが不安」「小児Aiのモデ

ル事業が始まった背景を知りたい」「死因究明に技師
が参加できるのであれば積極的に行っていくべきであ
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アンケート実施の2週間前にAiに関する勉強会を開
催し，そこで小児Aiモデル事業が話題に挙がったこ
とから，少なくともその参加者は「知っている」と回
答したことである．2つ目は，当院には小児科がある
が，小山記念病院には小児科がない（注：新生児科は
ある）ことである．小児Aiモデル事業の目的の1つは，
小児虐待の発見である16）．当院小児科からは，年に
数回の割合で虐待の有無を確認するための全身骨X

線撮影 38），39）の依頼があるため，当院診療放射線技師
はモデル事業の目的が理解しやすく，関心も高くなっ
たと考える．「小児Aiのモデル事業が始まった背景を
知りたい」という自由意見もこれを反映している．
　本資料の限界は，当院のみのアンケート調査であり，
他のわずか2施設のそれらと比較できたのみにすぎな
いことである．診療放射線技師の人数，年齢構成，男
女比などが異なる他施設ではまったく別の結果が得ら
れるかもしれないので，今後，調査母数を増やした全
国アンケート調査が必要である．その際，本資料はそ
れらとの比較データとなる．
　日本は急速に高齢化が進行し，多死社会に突入して
いる40）．死因不明社会といわれながらも1），2），解剖率
が上昇しない状況下41）で，Aiへの期待は大きい．Ai

実施者の90.4%は診療放射線技師である 6）．「死因究
明に技師が参加できるのであれば積極的に行っていく
べきである」という自由意見があったように，われわ
れ診療放射線技師は，Aiという社会的要請に応える
必要がある．そのためには，日本診療放射線技師会に
よるAi認定講習会の継続的な実施や積極的な広報活
動，診療放射線技師養成施設におけるAiの学問分野
としての構築42），43）が必要である．そして「Ai施行
に当たって全体の構図を見渡せる位置にいる放射線部
（自由意見より）」内，さらには診療部・看護部・臨床
検査部・事務部門などを含めた病院内でのAiに関す
る勉強会の開催，施設間での情報交換44），Ai関連学
会への積極的な参加 45）などが有効であると考える．
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の5人に限定されているため，その他の診療放射線技
師にとって警察依頼のAiは，業務としてのAiよりも

なじみが薄いことである．2つ目は，「死後MRIは他
施設ではあまり行われていない検査なので興味はある
が，できるかが不安」という自由意見が示している
ように，警察依頼のAiでは死後MRIを施行すること
があるため，死後CTのみを施行する業務としてのAi

よりも負担が大きいことである．死因究明に資する死
亡時画像診断の活用に関する検討会報告書は，「日本
診療放射線技師会などが主催する研修などを修了した
診療放射線技師が死後画像の撮影を行うことが望ま
しく，日本診療放射線技師会の認定制度の中で認定
技師を検討すべきである」と記載している8）．そして
2011年から日本診療放射線技師会がAi認定診療放射
線技師の認定を実施しており35），その認定には以下
の要件を要求している．
• 診療放射線技師免許取得後，通算5年以上の実務
経験を有しており，そのうち通算2年以上はCT

分野の経験を有していること
• 日本診療放射線技師会が主催する，診療放射線
技師基礎講習「X線CT検査」およびAi認定講習
会を受講していること
•死後画像を検査した経験があること

　これらの認定要件は，死因究明に役立つ死後CTを

撮影するためには，生体に対する日常臨床業務をこな
せるだけの撮像技術や知識を要求されることを示して
おり，死後MRIは死後CTよりもさらに施行が難しい
かもしれない．
　死因究明2法の認知度の割合は，4分の1から3分
の1程度であった．今後，警察依頼のAiの受け入れ
要請が増えることが予想されるため36），それらを施
行する診療放射線技師がその背景を知っておくことが
望ましい．現在，Ai認定講習会は年3回開催されてい
るが 37），受講人数は各回100人ずつと限られている．
日本診療放射線技師会は，Ai認定講習会を開催する
だけでなく，日本診療放射線技師会総会でシンポジウ
ムを開催し，日本診療放射線技師会誌にAiに関する
記事を掲載するといった啓発活動9）の頻度を増やすこ
とで，より多くの診療放射線技師にAiを施行する意
義を伝えていく必要があると考える．
　小児Aiのモデル事業の認知度の割合は，当院の方
が小山記念病院よりもかなり高かった．この理由は以
下の2つと考える．1つ目は，当院放射線技術科内で
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